
銚子都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変更（銚子市決定） 

 

都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）中第１号銚子市南部じん芥処理場を廃止する。 

 

理由 

 銚子市が処理する一般廃棄物処理事務のうち、ごみの焼却と粗大ごみの処理に関する事業を廃止した

ため、南部じん芥処理場を廃止する都市計画変更を行うものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

 

 新 

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 ごみ焼却場名 

１ 
東総地区広域市町村圏事務組合 

東総地区広域ごみ処理施設 

銚子市 

野尻町地内 
約 48,000 ㎡  

 

 

 旧 

名 称 
位 置 面 積 備 考 

番号 ごみ焼却場名 

１ 
銚子市 

南部じん芥処理場 

銚子市 

西小川町地内 
約 1.5ha 80 トン/日 

２ 
東総地区広域市町村圏事務組合 

東総地区広域ごみ処理施設 

銚子市 

野尻町地内 
約 48,000 ㎡  

 



理 由 書 

 

 現在、銚子市で都市計画決定しているごみ焼却場は、「南部じん芥処理場」で、昭和４３年１０月に都

市計画を決定し、昭和４５年４月からごみ焼却炉（８０トン/日）による焼却処理を開始しました。 

 昭和６１年１０月には、ごみ処理量の増加に伴って焼却対象のごみを安定処理するため、既存のごみ焼

却炉を稼働終了とし、新たなごみ焼却炉を整備して処理能力を１６５トン/日（８２．５トン/２４ｈ＊２

基）としました。その後、昭和６３年５月には粗大ごみ処理施設（３０トン/５ｈ）を整備しました。 

 令和３年４月からのごみ処理について、平成３０年３月９日に都市計画決定された銚子市・旭市・匝瑳

市で構成する東総地区広域市町村圏事務組合により、銚子市野尻町に設置した新たな広域ごみ処理施設

（東総地区クリーンセンター）が稼働を開始しています。 

 今後は、「南部じん芥処理場」を解体し、跡地については、令和３年度に策定予定の災害廃棄物処理計

画にて、災害廃棄物の仮置場の１つとして活用を検討しています。 

 これに伴い、銚子市が処理する一般廃棄物処理事務のうち、ごみの焼却と粗大ごみの処理に関連する事

業を廃止したため、都市計画変更を行うものであります。 




